
自分の老後を支える

１２月１日（月）から
１２月４日（木）までに
いきいき福祉課へ

成年後見制度や終活について考えてみませんか？

町内
在住
で２０

歳以上の方ならどなたでも

筆記用具

成年後見制度成年後見制度

場所

松伏町役場
第二庁舎３階
３０１会議室

定員
２５名（先着順）

持ち物

申込み 講師
株式会社縁

お問い合わせ

松伏町役場いきいき福祉課
TEL：048-991-1882
〒343-0192　松伏町大字松伏2424番地

講座

費用

無料

対象
町内在住の
２０歳以上の方

内容
成年後見制度や終活、
個別相談会等

１２月５日（金）１３：３０～１５：３０


